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BOI 関税免税恩典の利用に関す

る手続きが一部改定されました。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

BOIより、輸出用輸入原材料に対する免税恩典の利用

と電子システム（RMTS 2011）による在庫引き落とし

（カットストック）の手続きを改定する告示が公布されまし

た。

重要な改定内容は以下のとおりです。 

発効済み： 

 恩典利用の権利が移転される（間接輸出）場合、

輸出者には、在庫引き落とし時に権利移転元（国

内仕入先）の納税者番号、型番および製品名の

特定が求められます。

 在庫引き落としの際には、RMTS2011データ

ベースにおいて、国内仕入先からの購入数量を

使用します。

 商社によって完成品が輸出される場合は、輸出

申告において、権利移転元である製造者の納税

者番号や製品名、輸出品名等の追加情報の記

載が求められます。

2018年10月1日発効： 

 旧RMTSシステムは新システムに置き換えられま

す。

 2018年10月1日以降に輸出された完成品に紐づ

く原材料の在庫引き落としには、RMTS 2011シ

ステムを使用することが求められます。
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2019年3月1日発効： 

 最大在庫量（マックスストック）の計算期間が6ヶ月から4ヶ月に短縮されます。 

 BOIの関税免税恩典の延長や追加の申請を行う際には、BOIから許可を入手する前に完成品の輸出日から1

年以上経過している原材料の在庫引き落とし手続きを完了していることが求められます。 

 関税免税恩典の延長申請または追加申請時点で完成品の輸出日から1年以上経過している原材料在庫がある

場合において申請から6カ月以内に在庫引き落としを完了しない場合、申請が却下される場合があります。 

 

輸入原材料の免税恩典を利用しているBOI企業については、上記の改定により業務に影響が生じないよう適切な対応を

取ることが望まれます。 
 

例えば、10月1日以降は旧RMTSシステムが使用できなくなるため、すでに輸出されている完成品について迅速な原材

料の在庫引き落としが求められます。また、最大在庫量が6ヶ月から4ヶ月に短縮されるため、BOIの関税免税恩典に基

づき輸入する原材料の数量の見直しも必要となります。 
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